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介護予防・日常生活支援総合事業
について
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は

新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」の周知
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〇 平成２７年４月１７日

地域包括支援センター職員及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員等80人参加。

通所型サービスB、訪問型サービスB、C及び介護予防ケアマネジメントの運用について

説明を行いました。

○ 平成２７年６月１６日

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の介護支援専門員等101人参加。

通所型サービスC「くらしいきいき教室」、介護保険特別給付、及び地域生活応援会議

の運用等について説明。

「くらしいきいき教室」のサービス提供事業所から、サービス提供内容についての説明。
「総合事業の導入に向けた歩み」として、生駒市における『短期集中予防サービス』

の事例紹介を行い、サービス事業者に求められる役割を呼び掛けた。

○ 平成２８年９月２９日

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の介護支援専門員等113人参加。

地域介護課サービス企画室職員より「介護予防・日常生活支援総合事業」の制度

設計及び取組み、実施状況について説明。

平成28年10月よりサービス提供開始予定の新たな「桑名市くらしいきいき教室」実施

事業所による実施方針の説明。

「桑名市くらしいきいき教室」既設事業所の取組み事例の発表。

平成２７年４月１７日

介護予防・日常生活支援総合事業に関する研修会

平成２７年６月１６日

7月より開始する新たなサービス等の説明会

平成２８年９月２９日

平成２８年度介護予防・日常生活支援総合事業説明会
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ましょう。
要支援１の認定を受けた、一
人暮らしの
60
歳代の男性。歩行
状態改善のためのデイサービス
と家事の自立のためにえぷろん
サービス（訪問型サービスＢ）を
利用しました。各事業所は、本人
の「やりたい」気持ちを「できる」
に変える支援をめざし、歩行も
改善し、自分で食事を用意でき
るようになりました。
現在では、利用者として通っ
ていたデイサービス
でオセロの相手を
するボランティア
として活躍し、元気
に過ごしています。
「地域生活応援会議」で検討し、
自分らしい生活が送れるように
なった人の紹介
19 広報くわな vol.142 平成28年10月
オレンジカフェ開催
通い場
桑名の憩い

新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」の周知

〇 地域包括支援センター主任ケアマネ部会による

「エリアフリーケアマネジャー交流会」

地域介護課より総合事業等についての説明、

生活支援コーディネーターより地域資源の情報提供、

ケアマネジャー同士で交流会を開催。

南部包括圏域で平成28年6月16日に開催。２４名参加。

北部東包括圏域で平成28年6月16日に開催。２４名参加。
北部西包括圏域で平成28年7月5日に開催。２４人参加。

東部包括圏域で平成28年7月12日に開催。１８名参加。

西部包括圏域で平成28年7月19日に開催。１７名参加。

〇平成２８年１月以降、広報誌リニューアルに伴い

「地域包括ケアシステム」についての特集と

地域の通いの場について毎号掲載。

平成２８年７月１２日 北部東圏域

平成２８年７月１９日 西部圏域

広報くわな

平成28年10月1日号
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経過措置期間

２７’ ２８’ ２９’

保

険

者

数

３０’

法改正

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可）

要支援認定期間→最大12か月

全ての保険者・エリアで導入

○ 市町村が条例で定める場合は、総合事業の実施を平成29年４月まで猶予可能。
○ 市町村は、できる限り早期から新しい総合事業に取り組む。一方で、受け皿の整備等のため、一定の時間をかけて、
総合事業を開始することも選択肢。
※ 総合事業の実施を猶予する場合も、総合事業の実施猶予の趣旨を踏まえ、現在から着実に受け皿の整備を行うよう努めることが適当。

：予防給付
（訪問介護・通所介護）

：新しい総合事業

既にサービスを受けている者については事業移行後も
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメージ）

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進
（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする）

総合事業への円滑な移行
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第５期計画 第６期 計画 地域包括ケア計画 第７期 計画



計画の進行管理の流れ

PLAN DO CHECK ACTION
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桑名市地域包括

ケアシステム

推進協議会

最終年の流れ

定期的な流れ

地
域
包
括
ケ
ア
計
画

施
策
の
実
施

次
の
活
動
へ
の
反
映

計
画
の
見
直
し

進
捗
状
況
の

把
握
と
評
価
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希望の事業

所がない 11

サービス理解が

得られず 8

サービス

回数が少ない
10

0

その他
7

総合事業に対するアンケート（抜粋）
（地域包括支援センター職員対象）Ｈ２８．１１実施

くらしいきいき教室の
利用が進まない理由

必要性を

感じない 10

どんな人に

勧めたらよい

か？ 5

訪問に拒否

がある 3

サービス内容

わからない
5

0

2

1

応援会議

がある 4

その他 6

訪問型サービスの
利用が進まない理由

行く手段が

ない
24

サービス理解得られず
3

サービス回数

少ない 14

サービス

合わない
9

その他 5【８】⑦⑧の通所サービスが利用されない

理由

卒業後

住民主体のサービス
につながらない理由



総合事業の見直し・工夫・検討

応援会議の
結果・効果

総合事業

アンケート結果

包括ケア協議会

ケアマネさん

事業所さん

方からの声

・利用が進まない
総合事業は

このままでよいの？

・介護保険を卒業
した後は？

・現行相当サービス
がなくなった後は？

①訪問型サービス
の利用促進の検討

②くらしいきいき教
室の検討

③卒業後の場への
検討

④緩和型サービス
の検討

次の計画

までに何と
かせね
ば！
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①訪問型サービスの利用促進

栄養いきいき訪問
栄養指導の内容について
実技指導を含める

「お口いきいき訪問」サービスの
理解が得られない。

利用者像が浮かばず利用が進まない。

「おいしく食べよう訪問」サービスの
理解が得られない。

利用者像が浮かばず利用が進まない。

包括職員対象に
サービス内容等について

説明会を実施

栄養いきいき訪問

月1回の訪問指導に不安がある。
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栄養いきいき訪問

栄養指導を「聞く」から「聞く」＋「見る」へ

Hear Hear ＋ Look

・直接、目で見て指導を受けるため理解が深まりやす

く、印象にも残る。

・日常生活にすぐに活かせる。

・具体的に、計量等にて説明できるので説明しやすい。

・指導内容の幅が広がり、より的確な指導ができる。

サービス利用者

管理栄養士 9



総合事業「訪問型サービス説明会」（地域包括支援センター職員対象）

○ 平成２９年２月２日、地域包括支援センター職員を対象として、

「お口いきいき訪問」及び「おいしく食べよう訪問」の

サービス内容や利用対象者等を解説し、サービスへの理解を
深めてもらうための説明会を開催。
※３６名の参加を得たところ

○ 総合事業「訪問型サービス」の

「お口いきいき訪問」及び「栄養いきいき訪問」は、

①現在まで利用実績がない

②地域包括支援センター職員への

アンケートの結果、利用対象者等が分かりにくい

等の課題があった。
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平成２９年２月２日「訪問型サービス」説明会
（地域包括支援センター職員対象）
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②くらしいきいき教室の検討

希望の事業所がない 平成２８年１０月以降
２事業所追加

サービスの理解が
得られない

（訪問に拒否がある）

結果・効果の「見える化」を図り
応援会議などで理解を

求めていく

サービスの回数が
少ない

週１回の通所
↓

週２回の通所
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③卒業後の場への検討

通いの場

シルバーサロン

健康ケア教室
送迎を伴わない取り扱い

歩いて行ける場所が基本。
地域住民主体の運営

送迎可能なところは
通いの場応援隊を実施

送迎可能な事業所のみ、
日常生活圏域内で送迎も
可能な取り扱いとする

【介護保険卒業後の課題】
歩いて行ける所がない
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④緩和型サービスの検討

通所型・訪問型
現行相当サービス
は２９年度末まで

現行相当サービス
に替わる緩和型
サービスの設定は
まだしていない

【訪問型サービスＡ】
●サービス内容は生活援助サービス
●従事者は「一定の研修を受講した者」でも可としている。
●報酬単価は、回数に応じて設定。
訪問介護相当サービスと比べて約７～９割程度に設定。

【通所型サービスＡ】
●対象者は入浴・排泄等の介助が不要なケースの利用を想定。
●従事者は看護職員や機能訓練指導員の配置を緩和。
●設備基準については「サービスを提供するために必要な場所
（３㎡×利用定員以上）」としている。
●報酬単価は回数に応じて設定。
通所介護相当サービスと比べて約７～９割程度に設定。

他市町に見られる
緩和事例

【課題】
●既存サービス
との調整

●住民主体
サービスを阻害
しないか
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総合事業の改善の進め方

内部検討

１月桑名市地域包括ケア

推進協議会
介護部会

２月桑名市地域包括ケア

推進協議会 総会

３月に居宅介
護支援事業所
に向けた
説明会予定

①総合事業の
改善点の説明

②今後の方向
性

４月
以
降
実
施
予
定

①訪問型サービス
の利用促進の検討

②くらしいきいき教
室の検討

③卒業後の場への
検討

④緩和型サービス
の検討

※④については引き続き検討
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